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【１】 温 故 知 新

学校関係者には、会計とは過ぎさった数字の集計であり、故に会計は過去であり、学校法人

の現状及び将来において会計の数値は何の役割も持たないとの認識が強かった｡

しかしながら、学校法人の現状及び将来をしっかりと見つめるためには、過去をしっかりと

見極める必要がある｡

将来の出発の起点は現在であり、現在の礎は過去にある｡

学校法人の経営において将来の構想を練るためには、過去をしっかりと分析認識する必要が

ある。

ここに財務分析の意義も見い出されるのである｡

＜ S53.12月刊学校法人「私学経営における会計の重要性」＞

過去 ▽ ▽ 現在 ▽ ▽ 将来

▲

【２】 経営分析と財務分析

：財務分析は何のためにするのか？

学費の決定は。

教育の良否は。

経営の状況は。

財務分析を行う際には、その目的を明らかにしなければならない。

内部分析とか、外部分析とかいう言葉が使用されるが、これは資料の収集可

能性もあるが、それぞれ、その目的とするところが異なっているからである。

財務的資料を分析した数値の結果をみて、それが良いとか悪いとかいってみてもそれ

だけでは意味がない。

例えば、ある比率が一般的にいって100%以下ではダメであると言われているから、

求められた比率が80%だったから自分のところはダメだといっているだけでは少しも解

決にはならない。

また、求められた比率が100%を超えたからといってわが法人は大丈夫とも言い切れる

ものでもない。

要は、その結果を基として次のステップへの礎とすること、将来予測をし将来の経営

の意思決定に役だてること。

したがって分析数値がそのために利用可能なものでなければならない。

現状判断と現状に沿つた過去の傾向を的確に把握することによって、

組織の維持向上に貢献することが財務分析の役目である。

したがって、財務分析に当たっては、次の諸点が留意されなければならない。

≪分析にあたっての留意点≫
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(1) 将来予測の大切さを認識し、そのための数値の算定に心掛ける。

いらない数値をいたずらに算定し、数字の遊びをしてはならない。

(2) 数値とそれをとりまく経営環境との関連に日を向けなければならない。

財務資料以外の資料への視点の拡大である。

定員充足率はどうか。

入学志望者数はどうか。

授業料の世間相場は?

自校の評判は?

人件費の相場は?

教職員の年齢構成は?

定年年齢は?

教職員と学生生徒等との比率は?

(3) 数値による経営環境の変化を感応しなければならない。

期間比較の重要さである。

≪財務分析の種別と分析の目的≫

外部分析 と 内部分析 ⇒ 分析者が内情を把握できる

実数分析 と 比率分析 ⇒ 比較値として何を採るか

分析の目的 ⇒ 目的により分析手法が異なる

⇒

組織を経営する立場から財務数値を読む

【３】 財務数値を読む ………組織を経営する立場から………

：財務数値で何が分かるか？

学校経営環境の悪化

ã

自分の学校はどうなるのだろう

ã

現在の経営状況はどうなっているのだろう

ã

将来はどのように行動したらよいのだろう

ò

組織を経営する立場から財務数値を読む

＜ H19.8 学校法人「学校法人の永続性をさぐる-財務数値からのアプローチ-」＞
＜ H19.8 事業団「私立学校の経営革新と経営困難への対応」＞

yyama
テキストボックス
＜学校法人の財務分析P41＞
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「４」 経営体の目的

≪企業の目的≫

高い利益を永続的に獲得する

↓→ 経営の効率化・安全化を計る

↓ ＜資本主の立場を重視する＞

よい商品(サービス)を永続的に提供する

≪学校経営の目的≫

良い教育を永続的に提供すること

↓ ↓
これを財務の上でどうとらえるか？

↓ ↓

↓ 学校法人を永続的に維持すること

↓ ↓

↓ [人的組織＋物的組織]の維持

↓ ↓

よい教育 → 教育哲学 ↓

物的組織の維持の命題に応えるのが会計

↓

財産の維持→活動収支の維持

＜P115:「学校法人の財務分析」P14 ＞

物的組織の維持＝よい教育を永続的に提供すること

↓→ 経営の安全化・効率化を計る

↓ ＜サービス受給者の立場を重視しながら＞

利益(費用対効果)がでる経営を心掛けながら

安全性を重視する

○ 経営資源を十分にもっていなければならない

○ 保有経営資源は自前で調達したものでなければならない

○ しかし、利益を獲得できる経営体でない

☆ 寄付金の期待・制度化 → 税制優遇

☆ 補助金の期待・制度化 → 支給

☆ 費用対効果で経営の良否を計れる経営体でない

以上のようなことを背景にしながら

よい教育(サービス)を永続化に提供する

＜P44:財産状態と採算状況：H19.8 学校法人「学校法人の永続性をさぐる」＞
＜以下は、以上「財務数値で経営を読む」の解説である＞
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【５】 永続性判定の視点

（H24.12 学校法人「学校法人経営の永続性判定」）
（H25.11･H25.12 学校法人「健全な身体で健全な生活を」）

１ 健全な身体で健全な生活を
か ら だ

これを私たち個人生活でのモットーとして示すことには、多分大方の賛同

を得られるものと考える。そして、

このことは学校法人の生活すなわち活動においても同様で、このような活

動姿勢が学校法人経営の永続化条件であるといっても過言ではない。

２ 健全な身体で
か ら だ

健全な身体とは、健全な財政状態であり、

それは自己資金すなわち純財産の充実である。

これを財務分析手法から表現すると、

[固定資産≦自己資金]を期待し、

この財務指標が要件通りであれば財務的安全性(健全な身体)は確保されて

いるものと判断する。

＝安全性の分析

３ 健全な生活を

健全な生活とは、収入と支出の均衡である。

収入の範囲内で生活する。

私たちの生活においてこのような生活態度は正に健全生活の基本となる

ものであるが、学校法人の活動は私たちの生活に比して格段に大きく、

また、その活動は多様である。よって、

学校法人の活動を貨幣に置き換えて経営を明らかにする会計では、

企業会計の損益の考え方を採り入れた事業活動収入や事業活動支出の状

況にもおいている。

すなわち企業会計では、人為的に区切った期間(年度)における収入と支

出の把握を費用収益対応の原則並びに発生主義という概念で捉え直しこ

れを収益・費用とする。

学校法人会計も全く同じとは言わないがこの企業会計の取扱いをもって

収入と支出を捉え直し、この収入と支出を｢健全な生活を｣で捉えた収入

と支出とするのである。

これを、財務分析手法から表現すると、

事業活動収入から事業活動支出を控除した収支差額(基本金組入前当年度

収支差額・旧基準では帰属収支差額)のプラスを期待し、

この財務指標が要件通りならば、

財務的採算性(健全な生活)は確保されているものと判断する。

＝収益性の分析
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４ 財務的採算性(健全な生活)は確保

しかし、

収益－費用 ＞ ０ → 黒字経営 で経営維持は可能か

↓

通常は可能

しかし

負のストック(借入金)がある場合では ダメ

↓

資金 を分析対象とする

５ より健全な生活を

３の｢健全な生活を｣の項で収支差額がプラスだということでその年度の

生活は健全であるとしても、日常の支払が不能となることも起こりうる。

＜勘定あって銭足らず＞

これを企業会計の財務分析では昔から｢勘定あって銭足らず｣といって、

日常経営において重要な注意点としてきた。

したがって、

この銭としての収入や支出そしてその収支差額を｢今一つの健全な生活｣

の判断指標として生活の健全さを判断することが求められる。

ここでのポイントは、

銭(資金)が必要なときに銭(資金)があるかということ。

ただし、用意されている銭(資金)が借用によるものであれば経営として

は望ましいものではない。

よって、

資金の分析としての｢収入≧支出」は、

点としての収入を累積させた期間の収入から借用による資金収

入を除いた収入とそれに対応する支出をもって算出される収支

差額を判断指標とする。

ただし元に戻って、

点としての資金、、銭(資金)が必要なときに銭(資金)があるか

ということも重要である。

＝資金の分析



- 7 -

【６】 財務分析の前提

１ 資料の正確性

２ 資料の統一性

３ 資料の継続性

＜｢学校法人の財務分析｣ P40~41 ＞

資料の正確性はいうまでもない。

基の資料に信頼がなければ結果に信頼がおける筈はない。

資料が誤つたものであれば結果に信頼がおけないというよりかえって、百害あっ

て一利なしということになる。

資料の統一性については、若干の説明を要する。

統一性がなぜ求められるかというと比較性の問題からである。

比較性とは、資料に基づいての分析結果を他の組織の分析結果と比較評定するこ

と等をいう。

資料の中身を覗くことができない外部のものにとっては、資料が同じ処理要領に

基づいて作成されていることが実に分析の死命を制するものとなる。

組織を他の組織または平均等と比較し、相対的価値で評価する分析の場合には命

となる前提である。

相対的評価で組織をみることなく組織を絶対的な価値でみる立場の分析では、個

々の資料を自分で覗くことができるのでそれほど気にすることはないが、利用の

際にその資料を修正していかねばならないので分析に手間ひまがかかることは事

実である。 したがって,この場合でも資料の統一性が望まれるのである。

学校法人の場合、「学校法人会計基準」 があるので当該基準に基づく計算書類の

作成が求められるところである。

ただし、「基準」のなかにもいくつかの処理方法の中での処理の選択が認められ

ているものもあるので、比較性を保つためには分析作業に先立つて同一の処理に

修正することが必要となる。しかしながら、現在行われている分析実務において

は、選択処理を同一処理に修正することなく平均比率等が算出されて、それとの

比較を行つているのが現状である。

次に選択処理のいくつかを列挙する。

1. 経過科日等の総額表示と純額表示

2. 減価償却計算における耐用年数、残存価額

3. 資産計上金額の決定 (10万円とか5万円とか)

資料の継続性は,組織の「良否」を長い目でみようとの考え方である。

今年の結果を昨年の結果と、さらに、一昨年の結果と比較し評定することによっ

て活動の方向性 (傾向) を見るためには、評定される結果が同じ土台の上にのっ

て作成された資料から算定されていなければ、その評定には意味がないことにな

る。

したがって、基となる財務資料が同じ考え方で作成されていない場合は、それは

修正されなければならない。
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【７】 財務分析の限界

１ 実体の把握

財務分析に当たっては、分析の基となる財務的資料が実体そのものでないことに充分なる認

識を持たなければならない。

これは、内部分析、外部分析のいずれにも共通の注意点である。

土地の広さ。

建物の広さ。

建物の整備状況。

設備備品の整備状況。

いずれも数字だけではその実体はわからない。

財務的数値で実体を推し量るのであるが、それはあくまでも推量にすぎないということであ

る。

企業活動は、利益が大きければそれを生み出した元についてはその内容を問うことはしない。

しかしながら,学校活動は利益の大きさを求めているのではなく、活動の主体そのものを問

題とするので、この点は企業の財務分析に比して分析実務上、甚だ不利であり、かつ、特徴

とするところである。

２ 積立預金

積立預金の大きさは、絶対必要額を把握することが重要である。

組織が持つ建物や設備備品等の新旧や整備状況によって、積立資金の絶対必要額が求められ

るからである。

したがって、外部分析では分析対象校の状況がわからないので、この点の検討が不充分にな

っていることを充分認識しなければならない。

３ 学 費

授業料の収入総額が同じでも学生数や学費単価が異なることは応々にあることである。収入

総額は[学費単価×人数]であるので、当然のことである。

総額では同じであっても、将来への潜在力が異なる場合があることの証左である。

４ 分析数値の性格

分析によって求められた数値が結論でなく、検討の入り口であることに充分意を注がなくて

はならない。

これは(1)の実体の把握と次元が同じものである。

＜「学校法人の財務分析」P42 ＞
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【８】 財務数値の分析とその利用

財務数値による経営の分析

そして

経営行動

経営 ＝ Plan → Do → See
計画、実行、評価というサイクルを繰り返して課題解決を

図ること。

経営 ＝ Plan → Do → Check → Action
計画(plan)→実行(do)→評価(check)→改善(action)という
活動を繰り返し行なうことで、

継続的にプロセスを改善していく手法。

「See」「Check」をどのように行うか？

経営 ＝ 過去 → 現在 → 将来

【９】 比率分析

計算書類を読むにあたって通常行われるのは比率分析

これは、他者との比較可能性からである。

代表的なものに事業団が公表する比率があり、

これとの対比で自ら組織の維持の程度を判断

＜ P95:事業団経営判断指標＞
しかし、

指標をそれのみで評価することは、比較分析にも増して重要であり、

その際の課題は、これら指標のグレード付けである。

これらの分析において

把握した指標がどれほどであったらよいのか？

なかなかどれほどがよいとその指標を示すのが難しい

そこで 判断指標の易しいものを見つけよう
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【 10】 永続性判定の比率指標

＜ H25.11･12 学校法人「健全な身体で健全な生活を」＞
＜ H27.1 学校法人「学校法人の永続性と表計算ソフトの活用」＞

＜健全な身体で＞

固定資産
固定比率＝ × １００

自己資金

良否の判断：100 ％以下

固定資産
固定長期適合率＝ × １００

自己資金＋固定負債

良否の判断：100 ％以下

要組入額(基本金＋未組入額)
基本金比率 ＝ ×１００

純資産

良否の判断：100 ％以下

要組入額(基本金＋未組入額)
基本金長期適合率＝ ×１００

純資産＋固定負債

良否の判断：100 ％以下

流動資産
流動比率 ＝ ×１００

流動負債

良否の判断：100 ％以上 or200 ％以上

※基本金比率・基本金長期適合率の良否は、

流動比率 100 ％以上が達成されていることがその要件である。

「【 14】※流動比率について」参照

＜健全な生活を＞

基本金組入前当年度収支差額
事業活動収支差額比率＝ ×１００

事業活動収入

良否の判断： 0 ％以上

経常収支差額
経常事業活動収支差額比率＝ ×１００

事業活動収入－特別収入

良否の判断： 0 ％以上

＜より健全な生活を＞

経営全般の資金収支差額
資金収支差額比率 ＝ × １００

経営全般の資金収入

良否の判断： 0 ％以上

経常的な資金収支差額
経常資金収支差額比率＝ × １００

経常的な資金収入

良否の判断： 0 ％以上

現金預金＋その他流動性資金
支払資金保有比率 ＝ ×１００

第 4 号基本金
良否の判断：100 ％以上

yyama
テキストボックス
＜H21.8学校法人「どのような指標が経営を映し出すか」＞
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【11】 現状把握と将来予測

学校法人は、有形固定資産とキャッシュ (資金)、そして、借入金の集まりで、かつ、日常

の活動は消費活動である。

したがって、企業とは異なり一般的にいって棚卸資産とか未収入金 (売掛金、 受取手形)、

未払金(買掛金、支払手形)等の財産の動きに気を配る必要性は薄い。

経営の安定化と成長は、固定資産の維持充実と日常活動にあり、よって、

その度合いが如何程にあるかを見ることにある。

固定資産の維持は？

固定資産の充実は？

負債の返済能力は？

日常の活動に余裕はあるか？

＜「学校法人の財務分析」P37 ＞

＜分析比率の検討＞
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【 12】 健全な身体で（安全性分析）

安全性をみる……貸借対照表分析

構成比率

関係比率

図１ 健全な貸借対照表構成図 図２ 不健全な貸借対照表構成図

固定資産Ａ 自己資金Ｃ 固定資産Ａ 自己資金Ｃ

流動資産Ｂ 固定負債Ｄ 固定負債Ｄ

流動負債Ｅ 流動資産Ｂ 流動負債Ｅ

≪固定資産を考える≫

固定資産は、教育に不可欠な資産であり、かつ、資金への還元が長期に渡るもの

であるため、この取得財源は特に安定しているものであることが望まれる。

安定財源として最もよいとされているものは返済義務がない自己財源であり、

したがって、固定資産への投下額が全て自己財源(自己資金)でカバーされる状態、

すなわち、固定比率が１００％以下が望まれる所以である。

要するに安全性分析は、

固定資産Ａ ≦ 自己資金Ｃ

固定資産
固定比率＝ × １００

自己資金

（Ａ＞Ｃであれば）…… 後述＜固定長期適合率の検討＞

固定資産Ａ ≦ 自己資金Ｃ＋固定負債Ｄ

固定資産
固定長期適合率＝ × １００

自己資金＋固定負債

流動資産Ｂ ≧ 流動負債Ｅ

（図５参照）

そして、

上記の判断に構成比率を関係させ前図の貸借対照表が次のような貸借対照表にな

らないように注意するのである。
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図３ 構成比率 関係比率

固定比率Ａ／Ｃは
固定資産Ａ 自己資金Ｃ 自己資金構成率が １００％以下で

低くなる 良好
（高い方がよい）

流動比率Ｂ／Ｅは
固定負債Ｄ １００％以上で

良好
負債構成率が

高くなる
流動負債Ｅ （低い方がよい）

流動資産Ｂ

図４ 自己資金構成率 70 ％の貸借対照表

＜固定比率の検討＞

固定資産
固定比率 ＝ × １００

自己資金

貸借対照表構成図５左にあるように、

[固定資産Ａ≦自己資金Ｃ]の場合、

借入金等の他人資金(負債Ｄ)は流動資産Ｂで返済可能となり、

経営の安全性(健全性)は高いものと言える。

図５ 貸借対照表構成図

[固定資産≦自己資金]の場合 [固定資産＞自己資金]の場合

固定資産Ａ 自己資金Ｃ 固定資産Ａ 自己資金Ｃ

流動資産Ｂ 流動資産Ｂ 負 債Ｄ
負 債Ｄ
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＜固定長期適合率の検討＞

固定資産
固定長期適合率 ＝ × １００

自己資金＋固定負債

一方 [固定資産Ａ＞自己資金Ｃ]の場合は、流動資産Ｂで他人資金(負債

D)を返済できないことは図５右に示すとおりである。よって、
財務分析は、固定比率とは別の指標すなわち固定長期適合率を次善の指

標として健全な身体の判断指標として用意する。

（Ａ＞Ｃであれば）

固定資産Ａ ≦ 自己資金Ｃ＋固定負債Ｄ

図６ 貸借対照表構成図

[固定資産≦自己資金＋固定負債] [固定資産＞自己資金＋固定負債]

固定資産Ａ 自己資金Ｃ 固定資産Ａ 自己資金Ｃ

固定負債 D1 負 固定負債 D1 負

流動資産Ｂ 流動負債 D2 債 流動資産Ｂ 流動負債 D2 債

＜流動比率の検討＞

流動資産
流動比率 ＝ ×１００

流動負債

図６左にみるように固定長期適合率が 100 ％以下の場合には、
流動性の他人資金(流動負債)は流動資産での返済が可能となることは明ら

かである。

よって、流動比率(流動資産と流動負債の比率：流動資産／流動負債)が 100
％以上の場合は固定長期適合率は必ず 100 ％以下になり、
固定資産は長期性資金(自己資金Ｃ＋長期性他人資金 D)でカバーされる。
このことは、健全性の判断資料として固定長期適合率と流動比率の二つを

ともに指標とする必要性はないことを示し、そういった意味では、いずれ

をその指標とするかは好みの問題である。また、

固定比率が 100 ％以下であれば、これらの指標の検討も必要ないことにな
る。図５左にみるように、他人資金(負債 D)は流動資産での返済が可能と
判断されるからである。

ただし、流動比率を 200 ％以上とする場合には、この限りでないことに留
意したい。
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【 13】 固定資産は必要資産をカバーするか

固定資産Ａ
固定比率＝ × １００

自己資金Ｃ

又は

固定資産構成率
固定比率＝ × １００

自己資金構成率

固定資産Ａ
※ 固定資産構成率＝ × １００

総資産Ａ+Ｂ
自己資金Ｃ

自己資金構成率＝ × １００
総資金Ｃ+Ｄ
※ 総資産＝総資金

Ａ＋Ｂ＝Ｃ＋Ｄ

図７ 貸借対照表構成図

固定資産Ａ 自己資金Ｃ 固定資産 自己資金

D
Ｂ

上記算式を見るとわかるように固定資産構成率を自己資金構成率で除したものも

固定比率になる。

Ａ
÷

Ｃ

Ａ＋Ｂ Ｃ＋Ｄ

＝
Ａ

×
Ｃ＋Ｄ

＝
Ａ

Ａ＋Ｂ Ｃ Ｃ

固定比率が健全な身体と判断される 100 ％以下になるには、算式からして
固定資産構成率(固定資産／総資産)は低い方が望ましく、

自己資本構成率(自己資金／総資金)は高い方が望ましいこととなる。

しかし、

固定資産構成率(固定資産／総資産)が低いということは、図７右にみるよ

うに固定資産の総資産に対する割合が低いことなので、この構成率が意味

もなく低くなることには単純には賛成できない。

ではどの程度が良いのかというとこれもハッキリしない。

要は、

固定資産の保有が必要にして充分であれば良く、必要なものが全て揃って

いれば固定資産投下額は少ない方がよいということになろうが、

理論は理論として実務の場ではどのようにこれを解決すべきであろうか。
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【 14】 経営維持能力の考え方

１ 経営（教育）に必要なものが、揃っているか。

２ 経営（教育）に必要なものが、自己資金で調達されているか。

借入金で調達されている場合、借入金は経常的活動から返済できるか？

３ 経営（教育）に必要なものが、再取得できるか。

４ 経常的活動が支障なくできるか。＜【15】で検討＞

ただし、④は｢健全な生活を｣の判断指標であるので、ここ｢健全な身体

で｣の判断指標としては１･２･３となる。

＜｢学校法人の財務分析｣ P43 ＞

≪経営(教育)に必要なものが、揃っているか。≫

経営が必要としたもののうちから経営が実際に取得したもののみが会計数

値としての固定資産である。すなわち、

経営が必要なものでも取得未済のものは資産として計上されない。

また、

取得後の貸借対照表での計上額は、減価償却による価値減少額を控除した

残額であり、経営に必要なものの価値総額を表さない。

図８ 減価償却前貸借対照表 減価償却後貸借対照表

固定資産 自己資金 固定資産 自己資金＝

必要資産

＝再取得にはこれだけの資金が必要

では、経営(教育)に必要なものを、

会計はその数値に如何様に反映さすことが出来るのか。

この工夫が、基準における基本金の概念である。

そして、会計外にも目を向けるならば、学校の新設や学部の増設等に係わる

設置基準である。
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基準第 30 条は、

第 1 項に掲げる第 1 号から第 4 号までの固定資産や資産に相当する金額を
基本金として貸借対照表貸方に計上することを求めている。

そして、

基準第 30 条第 1 項が基本金として計上すべきとする固定資産やその他の
資産は、経営(教育)に必要な資産であり、

固定比率算出の要素数値＜固定資産＞に相当するものであるとしても支障

がない。

ただし、

この第 30 条第 1 項は、
そこで定める固定資産やその他の資産に相当する金額を貸借対照表の貸方

に計上することを求めるもので、

固定資産やその他の資産の貸借対照表の借方への計上そのものではない。

よって、これらをそのまま固定比率算出式の分子である固定資産に結びつ

けることは出来ない。

しかしながら、

この基本金の考え方からすると、

次頁図９右にみるように貸借対照表貸方の基本金に比して自己資金が大き

ければ、

すなわち、基本金≦自己資金であれば、

基本金に相当する固定資産や資産が何らかの形で自己資金で取得したもの

として貸借対照表借方に存在すると見做しても決して誤りではない。

その存在が貸借対照表借方に具体的に指し示されていないだけのことであ

る。

繰り返すが、

貸借対照表貸方における自己資金が基本金に比して大きければ、

すなわち、基本金≦自己資金であれば、

貸借対照表借方の資産の具体像は不分明であるが資産としての存在は貸借

対照表に必ずあり、

経営は当該資産を保持しているものと見做せるのである。

図９ 貸借対照表構成図
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固
定 自

固定資産 自己資金 資 基本金 基 本 金 己
産 相当資産 資
＋ 金
流
動
資
産

固
定 自
資 基本金 基 本 金 己
産 相当資産 資
＋ 金
流
動
資 ▲ 差額
産

また、このような貸借対照表の見方は、先に検討した｢資産と減価償却に

おける問題｣をも解決している。

貸借対照表貸方の基本金は減価償却によって減少しないのであるから、

図 10にみるように基本金≦自己資金の場合には、貸借対照表借方に資産と

しての具体的存在を認めることはできないが、減価償却によって減少した

固定資産に相当する何らかの資産(資金)の存在を保証している。

図 10 貸借対照表構成図

固 基
定 本 自
資 金 基 本 金 己
産 相 資

当 金
資 ＝減価償却相当額
産

＝

流動 蓄積留保資金額
資産

よって、この基本金の考え方は、

１ 経営(教育)に必要なものが、揃っているか。

２ 経営(教育)に必要なものが、自己資金で調達されているか。

３ 経営(教育)に必要なものが、再取得できるか。

の３つ全てを判断する指標となる。

参考：図９繰越収支差額について＜H24.12学校法人「学校法人の永続性判定」ｐ71＞
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＜固定比率の置き換え＞

認識したい 第 1 項による 第3項による未組入処理後の

基本金相当資産＝ 基本金 ＝ 基本金要組入額 ＝ 基本金＋未組入額

＜固定比率及び固定長期適合率算出式の展開と置換＞

固定資産
固定比率＝ × １００

自己資金

基本金相当資産 ※認識したい基本金相当資産
＝ × １００

自己資金

基本金 ※第 30 条第 1 項による基本金
＝ × １００

自己資金

基本金要組入額
＝ × １００

自己資金

基本金＋未組入額 ※ B/S の基本金＋未組入額
＝ × １００

純資産

＝ 基本金比率 又は 要基本金比率 又は 基本金純資産比率

固定資産
固定長期適合率＝ × １００

自己資金＋固定負債

基本金相当資産
＝ × １００
自己資金＋固定負債

基本金
＝ × １００
自己資金＋固定負債

基本金要組入額
＝ × １００
自己資金＋固定負債

基本金＋未組入額
＝ × １００
純資産＋固定負債

＝ 基本金長期適合率

流動資産
流動比率＝ × １００

流動負債

※ 流動比率について

図 11 貸借対照表構成図

[基本金比率 100％以下 ] [固定比率 100％以下 ：固定資産≦自己資金]

固

定 基本金 基 本 金 固定資産 自己資金

資 相当資産

産

負

流動資産 債 流動資産 負 債

固定･流動区分線

※ 未組入額について
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図 12 貸借対照表構成図

[未組入額処理をしない場合] [未組入額処理をした場合]

固 固
定 自 定 自
資 基本金 基 本 金 己 資 基本金 基 本 金 己
産 相当資産 資 産 相当資産 資
＋ 金 ＋ 金
流 流
動 動
資 資
産 産

＝基本金と同額の資産しか認識されない

【 15】 健全な生活を（採算性分析）

健全な身体(安全性)を支えるものが健全な生活(採算性)である。
か ら だ

採算に合う経営(健全な生活)により安全性(健全な身体)は高まり、反対に採算

が悪い経営(不健全な生活)は安全性(健全な身体)を損なうのである。

企業の場合は、この採算性を収益性といい、収益の獲得を経営の一義的目的

としているので、投下資本に対する利益の効率化を見るために、投下資本に

対する利益の割合を分析する。これを資本利益率という。

利 益
資本利益率 ＝ × １００

資 本

投下した資本が大きければ、利益はそれに見合い大きくなることが求められ、

利益の大きさだけで収益性を見ることは出来ないのである。

資本に対する利益率は、

次のような資本の回転と活動の大きさ(売上高)に左右される。

利益 売上高 利益
↑ ＝ ↑ × ↑

資本 資本 売上高

資本利益率↑＝ 資本回転率↑ × 売上高利益率↑

企業における財務分析は、これらの分析を主体として実施されるのであるが、

学校法人にこれを導入することが妥当かは難しいところである。

したがって、

学校法人における財務分析にあっては、収支差額(利益)獲得の分析を資本や売上

高との対比でみることを諦めて異なった視点から行うこととなる。

学校法人にとっての収支差額(利益)は、教育の継続的提供のための裏付けである。

ただし、利益の絶対額確保が必要なのであって、その率が問題なのではない。
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率はあくまでも確保される絶対額が必要額に達しない場合の原因分析のためであ

る。

収支差額(利益)をみるために用意されている計算書類が、

事業活動収支計算書である。

この計算書で収支差額をみる場合、基準は難しい問題を抱えている。

基本金組入額を如何に扱うかである。

基本金は、貸借対照表分析(健全な身体の判断)のための指標であり、収支計算

書分析(健全な生活の判断)のための指標ではないことに留意し、

[事業活動収入－事業活動支出]＝［基本金組入前当年度収支差額]を使用する。

※ただし、この収支差額の採用に問題がないわけではないが。

基本金組入前収支差額比率

収支差額(事業活動収入－事業活動支出)
＝ × １００

事業活動収入

収支差額(基本金組入前当年度収支差額）
＝ × １００

事業活動収入

＝ 事業活動収支差額比率

この比率(旧基準では帰属収支差額比率)を話題にすると必ず出てくる話は、

この収支差額比率は何パーセントあればよいのかということである。

１０％が望ましいとか２０％が望ましいとか言われるが、それには根拠が薄い。

結論をいえば、

この比率は各々の学校法人によって異なるのであって、一律に何パーセントが

よいとはいえない。

何故ならば、その比率は安全性(健全な身体)の状態によって異なるからである。

ただ、この収支差額がプラス(生活が健全)である限り財政状態(健全な身体)は

良くなることは確かである。よって、

健全な身体を支えるためには､

収支差額プラスが最低限望まれる健全な生活とみるべきであり、

これをもって、

前述の｢４ 経常的活動が、支障なくできるか｡｣の質問に応えるのである。

採算性分析には、ここで検討した収支差額比率の他にもいくつもの比率があるの

に、この収支差額比率のみをもって健全な生活を判断するのは何故か。

それは、他の指標はその一つ一つでは学校法人の総体的な健全な生活を判断する

に値するものではないからである。

例えば、

教育研究経費比率は高い方が良いが､人件費比率は低い方が良いとよく言われる。

…… 以下略 ……

＜ P95:事業団指標説明＞
事業活動収入構成率
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科 目 帰属収入に対する割合

納付金 ５０ ％ 納付金比率

手数料 ３

寄付金 ３ 寄付金比率

補助金 １２ 補助金比率

資産運用収入 ６

資産売却差額 ２

事業収入 ２２

雑収入 ２

事業活動収入 １００

人件費 ５０ 人件費比率

教育研究経費 ２４ 教育研究経費比率
経費比率

管理経費 ５ 管理経費比率

借入金等利息 ２ 借入金等利息

資産処分差額 －

徴収不能引当金繰入額 －

消費支出 ８１ 事業活動支出比率

収支差額 １９ 収支差額比率

収支差額のプラスは､生活の健全性を良とする｡そして、

この生活の健全性は健全な身体を作ることにプラスの力を与えるが故に､学校法

人の経営継続性の判断指標とされるのであるが、

その数値は過ごした生活(活動)の結果であり、将来の生活の健全性ではない。

前年の｢健全な身体｣が当該年度の｢健全な生活｣を経て今の｢健全な身体｣となる。

では、 今の健全な身体は、将来どのようになるのであろうか。

学校法人の将来像を想い描くのは経営継続性を分析しようとする者にとっては当

然の想いであり、よって、

将来像としての健全な生活を探るのが、今一つの経営継続性判断の課題となる。

＜将来の健全な生活の検討＞

健全な生活の結果を示す指標である収支差額は、当該年度の収入と支出の差

額であるが、この収入と支出がそのまま将来の予測として用いることができ

るのであれば、その収入と支出をもって健全な生活の将来指標とするのであ

るが、その保証はない。そこで、将来の経営継続性の分析手法は、当該年度

の収入と支出から将来には収入しない若しくは支出しないであろうものを除

くことによって将来での収入と支出とし、この収入と支出の収支差額を経常

収支差額とよび、将来生活の健全性判断の指標とする。

将来の収支差額 ＝ (事業活動収入－特別収入)－(事業活動支出－特別支出)

＝ 経常収支差額

経常収支差額
経常収支差額比率 ＝ × １００

事業活動収入－特別収入

＝ 経常事業活動収支差額比率
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【 16】 資金分析

健全な生活の判断指標である収支差額は、事業活動収入と事業活動支出の差額で

ある。しかしながら、ここでの事業活動収入と事業活動支出は、人為的に区切っ

た期間(年度)における収入と支出の把握を費用収益対応の原則並びに発生主義と

いう概念で捉えたものであり、企業会計ではこれを収益・費用とする。学校法人

会計も全く同じとは言わないがこの企業会計の取扱いをもって収入と支出を捉

え、事業活動収入と事業活動支出を採算性の判断としたのである。よって、

採算性の分析で収支差額がプラスだということでその年度の生活は健全であると

しても、固定資産取得やその他の取引での支払が不能となることも起こりうるの

であり、これを企業会計の財務分析では昔から｢勘定あって銭足らず｣といって、

日常経営において重要な注意点としてきた。したがって、この銭としての収入や

支出そしてその収支差額を｢今一つの健全な生活｣の判断指標として生活の健全さ

を判断し、さらに、そこから将来の生活を推し測ることが求められるのである。

ここでのポイントは、

銭(資金)が必要なときに銭(資金)があるかということである。

すなわち､採算性分析が期間における収入と支出を判断指標としているのに対し

て､ここでの分析は点における銭管理(資金管理)である｡そして､銭(資金)が必要

なときに銭(資金)があればよいのであるから、用意されている銭(資金)がどのよ

うなものであってもここでの指標は良とされるべきであろうが､用意されている

銭(資金)が借用によるものであれば経営としては望ましいものではない。

よって、この“点における収入と支出”の年度累積額である期間における銭管理

(資金管理)、すなわち、資金の分析としての｢収入≧支出」は、点としての収入

を累積させた期間の収入から借用による資金(収入)を除いた収入とそれに対応す

る支出をもって算出される収支差額を判断指標とする。

＜資金収支計算書による資金収入と資金支出＞

経営全般の資金収入

＝収入の部合計－前年度繰越支払資金－借入金等収入－特定預金等からの収入

経営全般の資金支出

＝支出の部合計－翌年度繰越支払資金－借入金等返済支出－資産運用支出

経常的な資金収入

＝経営全般の資金収入－資産売却収入

経常的な資金支出

＝経営全般の資金支出－施設関係支出－(設備関係支出)＋借入金等返済支出

又は
(＝短期借入金等)

＝経営全般の資金支出－施設関係支出－(設備関係支出)

※経営全般の資金収入と資金支出は、資金収支計算書における全資金収入と

全資金支出から金融取引収支(借入金収入･借入金返済支出)と自己の組織

内での資金移動取引収支(特定預金等からの収入･資産運用支出)を控除し
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たものである。

※経常的な資金収入と資金支出は、経営全般の資金収入と資金支出から臨時

的な資金収入と資金支出を控除したものであり、将来の資金収入と資金支

出を予測するものである。施設関係支出は通常の学校法人にとっては毎年

のように支出される通常支出ではなく臨時的支出であり、設備関係支出は

特別に額が大きくない限り毎年のように支出される経常的支出である。

外部分析者にとってはこの調整は甚だ困難であるが、内部分析者にとって

は然程の苦労がなく調整可能であろう。また、これらの資金収入や資金支

出が望んでいる指標と大きく異なる場合には、所定の算出式に拘らずそれ

らの調整が必要なことはいうまでもない。

＜活動区分資金収支計算書による資金収入と資金支出＞

経営全般の資金収入

＝教育活動資金収入＋施設設備等活動資金収入＋その他の活動資金収入

－借入金等収入－特定預金等からの収入

経営全般の資金支出

＝教育活動資金支出＋施設設備等活動資金支出＋その他の活動資金支出

－借入金等返済支出－有価証券購入支出－特定預金等への支出

経常的な資金収入

＝経営全般の資金収入－施設設備売却収入－有価証券売却収入

経常的な資金支出

＝経営全般の資金支出－施設関係支出－(設備関係支出)＋借入金等返済支出

又は
(＝短期借入金等)

＝経営全般の資金支出－施設関係支出－(設備関係支出)

＜資金収支差額＞

経営全般の資金収支差額

＝経営全般の資金収入－経営全般の資金支出

＝過去の資金収支差額

経常的な資金収支差額

＝経常的な資金収入－経常的な資金支出

＝将来の資金収支差額

＜比率による資金収支差額＞

経営全般の資金収支差額
資金収支差額比率 ＝ × １００

経営全般の資金収入

経常的な資金収支差額
経常資金収支差額比率 ＝ × １００

経常的な資金収入

＜点における資金管理と日常の支払可能資金＞

日常の支払可能資金 ＝ 翌年度繰越支払資金

＝ 現金預金

＝ 現金預金＋その他流動性資金

現金預金＋その他流動性資金
支払資金保有比率 ＝ × １００

第 4 号基本金
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【 17】 財産維持の状態と採算

健全な生活と健全な身体の関係

フローとストックの関係

a. 財産維持の状態と採算(1)

ｹｰｽ A 時点 採算 B 時点
① ＋ á ＋

② ＋ á ＋

③ ＋ á ＋

④ ＋ á ±

⑤ ＋ á －

⑥ ± á ＋

⑦ ± á ±

⑧ ± á －

⑨ － á －

⑩ － á －

⑪ － á －

⑫ － á ＋

⑬ － á ±

＜拙著｢学校法人の財務分析｣P19＞

b. 財産維持の状態と採算(2)
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【 16】 過去・現在・将来(資金による将来予測)

過去 1 過去 2 過去 3 現在 将来 1 将来 2 将来 3
á á á á ± á á á á

á á á á ＋ á á á á
á á á á － á á á á

過去 1 過去 2 過去 3 現在 将来 1 将来 2 将来 3
á á á á ±

á á á á ＋ 資金による予測

á á á á －

資金収支で活動の良否を判断

なぜ 資金収支で 我々の頭の中でイメージが描ける

＝

収支でものをみるといって 収益をないがしろにするわけではない

収支・収益といっても 同じ活動を異なった面から見ているに過ぎない

同じ対象の評価である

B/S

資 /収
経 営

亊 /収

【 18】 資金収支による将来予測

……行動の推測容易性……

Ａ 考え方

ｎ年度 ｎ+1 ｎ+2 ｎ+3 ｎ+4 ｎ+5 ｎ+6 ｎ+7 ｎ+8
資金収入

資金支出

ストック

Ｂ 資金による予測とは

yyama
テキストボックス
＜非営利会計の再検討　S60.12　会計ジャーナル＞

yyama
テキストボックス
＜学校法人会計再考　H24.8　学校法人＞
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事業活動収支 → 資金収支 → 資金のストック

↓ ↓

資金収支計画表 ↓

Excel による将来予測

Ｃ 事業活動収支と資金収支のズレの調整

１ 日常活動のための収入･支出 → 今後の活動 → 経常収入･支出

２ 貯えられる資金 → 経常収支差額 → 結果

３ 貯えるべき資金 → 減価償却額 → 更新と将来計画

→ 退職金・繰入 → 退職予測

４ 資産の取得 → 与件

５ 資産の売却 → 与件

６ 資産除廃却 → 与件

７ 資金の返済 → 与件

８ 資金の借入 → 与件

９ 資金の支出

未払の支出 → 経常分は無視

前払の支出 → 経常分は無視

資金の積立 → 与件

10 資金の収入

未収の収入 → 経常分は無視

前受の収入 → 経常分は無視

資金の取崩 → 与件

11 少々の年度間ズレは無視

Ｄ 経常収支差額

事業活動支出 事業活動収入

＝ ＝

資金支出 資金収入

経常収支差額 経常収支差額 ＝ 資金の増加

事業活動支出 事業活動収入

＝ ＝

資金支出 資金収入

経常収支差額 経常収支差額 ＝ 資金の減少
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Ｅ 減価償却額

事業活動支出 事業活動収入

＝ ＝

資金支出 資金収入

減価償却額

経常収支差額 減価償却額 ＝ 資金の増加

Ｆ 退職金・繰入

事業活動支出 事業活動収入 退職金ａ / 資 金

＝ ＝

引当金 / 退職金ｂ

資金支出 資金収入

退 職 金

経常収支差額 交 付 金

事業活動支出 事業活動収入 退職金ａ / 資 金

＝ ＝

引当金 / 退職金ｂ

資金支出 資金収入 引当繰入 / 引当金

退職引当繰入 退職引当取崩 ＝ 資金の減少

経常収支差額 退職引当取崩 退職引当繰入 ＝ 資金の増加

Ｇ 資産除廃却

事業活動支出 事業活動収入

＝ ＝

資金支出 資金収入

資産除廃却

経常収支差額 資産除廃却 ＝ 資金の増加

Ｈ 資産売却

事業活動支出 事業活動収入

＝ ＝

資金支出 資金収入

資産売却損 資産売却損 ＝ 資金の増加

経常収支差額 資産売却益 資産売却益 ＝ 資金の減少

売却収入 ＝ 資金の増加
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Ｉ 借入金返済

１ 資金収入から直に控除

… 純粋に経営に使用できる資金を把握

２ 経常支出(経費)と同様に捉える

３ 経常外支出として捉える

１ 或いは ２ が望ましい

↓

借入金返済は経営活動の根幹 ＝ 社会的責務

【 19】 資金収支計画表による将来予測

＜ P130:学校法人の財務分析 P258 ＞
＜ P131:学校法人の財務分析 P135 ＞

【 20】 Excel：資金有高による将来予測

＜ H27.1 学校法人「学校法人の永続性と表計算ソフトの活用」＞

【21】 レーダーチャートによる財務観察

＜学校法人の財務分析 P245 ＞
レーダーチャートによる財務観察は、

飛行機や船舶が安全運行するために使用しているレーダー(Radar-radio detection and ran

ging)を図表(chart) 化し、それを経営の観察に利用するものである。

具体的には、経営効率を表す指標の標準値と観察しようとする学校法人の数値をチャートに

記し、両者を比較検討することにより経営観察を行うものであり、 数値の比較を図表化す

ることによって、数値比較による判断をより簡便にしたものにすぎない。

レーダーチャートを作成する場合、最も注意しなければならないのは、

どのような数値を観察しようとしている経営の採算性なり安全性なりを表すものとして選択

するかにある。

レーダーチャートをつくるには、先ず円を二重に描き、 次に、二つの円の真ん中にいま一

つの円を描き、ここを判断しようとする指標(比率等)の平均(偏差値50)とし、外の円を偏差

値75、内の円を偏差値25とする。

以上で準備完了。

全ての各指標を放射線の上に記入し、各点を線で結んでチャートは完成。

yyama
テキストボックス
＜EXCEL現状分析と将来予測＞　①　②　③

yyama
テキストボックス
大学

yyama
テキストボックス
高校
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≪学校法人の財務分析 P62 ＞
＜偏差値＞

次の式で求められる数値である。

標準偏差を点数化し、より一読しやすくしたものである。

＜標準偏差＞

数値のバラツキを見るものである。

数値のバラツキを見るものには＜平均偏差＞もある。

数値 20,25,30,50,100 の平均は 45、数値 50,40,45,50,55 の平均も 45。

どちらの平均数値が望ましいか？

＜平均偏差＞は、このバラツキを数値の変量と平均の差(これを偏差という)を

集めて度数で除すことにより算出する。

＜標準偏差＞は、分散の平方根で、分散とは偏差を自乗したものである。
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これを開くことととなる。

σ



- 32 -



- 33 -



- 34 -

【22】 私学事業団

－定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分－

＜ P57:事業団「図表平成 27 年度以降」＞

① 教育活動資金収支差額

比率 ＝
教育活動収支差額

教区活動収入

判断： 3 カ年の内 2 カ年以上が赤字である
※ 過去の資金生みだしの力を判定

過去数値 → 将来も同じだろう → 果たしてそうか

↓

だとしたら 経常収支差額では？？

※ 財団法人の色彩が濃い学校法人なのに

なぜ 受取利息・配当金収入を収入に取り入れないのか？？

③ 外部負債 ＞ 運用財産

＝ ＝

借入金・学校債 現金預金

未払金・手形債務 特定資産 → ２･３号基本金資産､退職引当資産

有価証券 をどう考えるか？

－以下省略－

yyama
テキストボックス
＜ロイター通信＞

yyama
テキストボックス
＜事業団　私学の経営分析と経営改善計画＞

yyama
テキストボックス
ご清聴ありがとうございました。
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学校法人の永続性をさぐる

－財務数値からのアプローチ－ 月刊学校法人 H19.8 月号

まえがき

現在、我が国は少子高齢化社会と総人口の減少に直面し、社会保障費が拡大しつつあり、

財政危機が生じている。その結果、教育機関とりわけ私立学校を設置する学校法人にとっ

ては、就学人口の減少と私学助成をめぐる環境の変化により、私立学校の存立は一段と厳

しくなっている。大学設置の規制緩和が急速に進められた結果、大学の新増設が増加し、

過度の競争が生じている。

…略…

少子化による就学人口の減少は今後も続くことが明らかであり、私立大学等の経営改革

は待ったなしの状況に直面している。高等学校等の初等･中等教育機関についても、高等

教育機関よりも早期に少子化の影響を受け、厳しい状況に立たされている。

私立学校の在り方を見直し、経営困難という事態に陥らないため、様々な改革を率先して

実行することが私立学校自身に求められており、また、私学団体、日本私立学校振興･共

済事業団、国、地方自治体等の関係機関が、私立学校の経営困難と経営破綻を克服するた

めの有効な対応策を講じることが期待されている。

以上は、平成 17 年 5 月に文部科学省が取りまとめた「経営困難な学校法人への対応方

針について」を受け、同年 10 月に日本私立学校振興･共済事業団に設置された学校法人活
性化・再生研究会における議論と今後の検討課題をまとめた－中間まとめ(平成 18 年 7
月)－の冒頭座長所見である。

１ 経営困難性の判断

では、私立学校が経営困難に陥っているか否かをどのように判断したらよいのであろ

うか？

実は、学校法人の経営困難性を財務数値から判断するのは難しいのであるが、これを

諦めていては実務は前に進むことができない。

ではどうするか。「傾向と対策」ではないが、絶対的な判断はさておいて、経営困難

化の匂いがあるか否かを判断することにその視点をおくことがその解決策であると考え

る。

２ 財産状態（ストック）と採算状況（フロー）

学校の活動は日々続けられていく。活動の結果として、毎年 3 月 31 日現在で貸借対
照表、消費収支計算書および資金収支計算書が作成される。

貸借対照表は 3 月 31 日現在の財産維持の状態を表示し、消費収支計算書は貸借対照表
に示された財産維持状態がどのような活動で形成されたかを物語り、資金収支計算書は

それを資金の上から説明する。

貸借対照表における財産維持の状態が良の場合を｢十」、不良の場合を｢－｣、良でも

不良でもない場合を｢±｣で、消費収支計算書における採算の状況が良の場合を「 →｣、

不良の場合を｢

→

｣、良でも不良でもない場合を｢→｣で表し、これらの組み合わせをみる

yyama
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と１３通りの組み合わせとなる。(詳細は、拙書｢学校法人の財務分析｣を参照。霞出版

社発行)

このうち、学校法人の永続性に「？」がつくのは財産状態が「－」である場合や採算

状況が「

→

」である場合である。といって、財産状態が「－」であっても採算状況が「＋」

であれば、今後の経営によっては財産状態が「＋」になる可能性もあり、また、採算状

況が「

→

」であっても財産状態が「＋」であれば、今すぐ経営が行き詰まるわけでもな

い。採算悪化の一つの要因が減価償却額の計上によっている場合には採算「悪」であっ

ても赤字を切り捨てた黒字部分に減価償却相当額が含まれていれば、資金状況はかえっ

て良化する。ましてやこの減価償却対象資産が再取得を要しない資産であるならば、減

価償却額の計上は有形固定資産の現金化の過程である。ただし、この減価償却対象資産

の取得源泉が自己資金ではなく借入に頼っていた場合には、この論は簡単には成立しな

いが。

したがって、経営困難性の判断は、これらの組み合わせをどのように理解するかに掛

かっているのであるが、少なくとも財産状態が「－」である場合や採算状況が「

→

」で

ある場合には、学校法人の永続性を疑ってみる必要性が強いといえる。

３ 財産状態（ストック）の評価

ストックの評価は貸借対照表で行う。貸借対照表の有り様を探り、その態様によって

経営組織の安定性をみる。

財務数値によって事業体の良否を判断するには、従来よりその数値を絶対値で判断す

る場合と比率を用いる場合があるが、通常は比率が用いられる。比率には、様々のもの

があげられるが、これらの比率をどのように読み下していくかが比率分析の課題となる。

いずれの比率にもそれぞれ意味があるのであるが、ここでは｢固定比率｣｢固定長期適合

率｣｢その他固定資産構成率｣｢流動比率｣｢自己資金構成率｣を現状分析の判断数値として

採ることとしたい。多くの情報(比率)を判断材料とすると全体判断の際にはかえってそ

の結論が推し量ることが出来にくいとの理由によるし、さらにこれらの比率のみで貸借

対照表を再現できることによる。

４ 経営状況(フロー)の判断

次に経営が上向き、現状維持、下向き、いずれの状況で経営推移してきたかをどのよ

うに判断するのであろうか？

現状を表すものが貸借対照表であり、これが財産の今を説明するのであるから、財産

の蓄積・取崩の過程を説明する消費収支計算書が役目を負うべきであることはすぐ推量

できるであろう。

財産の蓄積・取崩は、一定期間の経営採算の結果である。よって、これを帰属収支差

額に求め、実際の作業では「帰属収支差額比率」を採用する。通常の財務分析では他の

消費収支に係る比率も取り上げられるがそれは中身の問題であって、経営の採算結果は

経営の最終まとめである帰属収支差額に反映されていると考えるべきである。

ただし、採算の良否が資金の良否に繋がらない場合があり、資金のショートは学校法

人の永続性に強く響くので資金に係る「経常収支比率」をこれに加えたい。
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経常収支比率は経常支出／経常収入で算出されるが、このうち経常支出は人件費支出

から借入金利息支出までを合計したものに借入金返済支出を加算した金額としている。

借入金返済支出を経常支出とすることには？？？という見解もあるだろうが、法人が社

会の中で正常な日常生活を過ごすには、約束している返済は他の支出に先駆けて資金を

用意すべきであるという私の個人的考え方である。

なお、｢人件費比率｣｢人件費依存率｣は、経営の中で大きな位置を占める｢人件費｣と｢納

付金｣に係わる比率であり、この比率は分析後の経営将来予測に貢献大であるので、こ

こに取り上げた所以である。

5 表計算ソフトによる経営困難性判断と将来予測

以上を実務の上で実現するために、表計算ソフトを利用して財務数値分析を行ってみ

る。

＜以下略＞

６ 結

以上の結果がＰ３・Ｐ４である。Ｐ１・Ｐ２の現在評価と見比べて貰いたい。

経営の永続性は、要は様々の対策によって資金ショートを起こさないで経営が継続さ

れていければよいのであり、それに加え経営の余裕を如何に確保していくかに尽きるの

である。このシートにより大きな概念で改革方策をつかみ、それを将来予測数値として

固めて貰いたい。

＜以下略＞
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a. 資金収支計算書（寄付金、資産運用収入を経常収入としたもの）

Ⅰ 経常収支の部 収入／支出

人件費支出 2,598 納付金収入 2,813
教育研究経費支出 1,043 手数料収入 180
管理経費支出 254 寄付金収入 161
借入金等利息 124 資産運用収入 344
借入金返済支出 388
減価償却引当資金 307
退職給与引当資金 139

( 4,853) ( 3,498) 72.1 %
余剰額 不足額 1,355

Ⅱ 経常外収支の部

施設関係支出 990 補助金収入 661
設備関係支出 152 資産売却収入 309
その他の支出 147 事業収入 1,189

雑収入 75
その他の収入 160

( 1,289) ( 2,394) 185.7 %
余剰額 1,105 不足額

Ⅲ 調達資金の部

資産運用支出 60 借入金収入 456
( 60) ( 456) 760.0 %

余剰額 396 不足額

Ⅳ 現金預金増減の部

不足額 余剰額

経常支出 A1 4,853 経常収入 A2 3,498
経常外支出B1 1,289 経常外収入B2 2,394
調達資金 C1 60 調達資金 C2 456
A1+B1+C1 ( 6,202) A2+B2+C2 ( 6,348) 102.4 %
A1+B1 ( 6,142) A2+B2 ( 5,892) 95.9 %
次年度繰越資金 2,264 前年度繰越資金 2,118

計 8,466 計 8,466 100.0 %

不足額 余剰額

経常支出 A1 4,853 経常収入 A2 3,498 △ 1,355
経常外支出B1 1,289 経常外収入B2 2,394 1,105
A1+B1 ( 6,142) A2+B2 ( 5,892) ( △ 250)
調達資金 C1 60 調達資金 C2 456 396
A1+B1+C1 ( 6,202) A2+B2+C2 ( 6,348) ( 146)
次年度繰越資金 2,264 前年度繰越資金 2,118 146
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学校法人会計再考
－資金収支計算と貸借対照表－

１．学校法人評価と損益

　次は、ある日の新聞記事の見出しです。

　「Ａ株式会社：営業益 40億円」「Ｂ株式会社：

営業益 20％増」「Ｃ株式会社：2期連続最終赤字」

　いずれも企業経営を評価する新聞記事です。

この記事を次のように書き換えて、

　「Ａ学校法人：営業益 40億円」「Ｂ学校法人：

営業益 20％増」「Ｃ学校法人：2期連続最終赤字」

としたら、皆さんはどのように感じますか。　

　私はこの問に応えて、「Ａ学校もＢ学校も随分

利益がでているね。だけど、ちょっと儲け過ぎ

じゃないの？（言い過ぎですかね？）。教育内容

は大丈夫かね？。Ｃ学校、2期連続赤字。でも、

評判はいいね」。そして、「う～ん。だけどどれも、

学校の評価としては、何かしっくりこないね。」

と応えたいと思います。

　そして、この応えのうちの「う～ん、何かしっ

くりこないね。」が、学校教育活動の評価を「収益・

費用の差額、すなわち、損益の多寡、儲けの額」

におくことに馴染ませず、このみなし評価記事

を、学校法人の評価とはさせないのです。

２．学校法人評価と学校教育活動

　では、「学校法人の評価はどのように？」と問

われると、それには、「学校の活動とは何か？」

を解明しなくてはなりません。余りよい表現で

公認会計士　山 口 善 久

ないことを承知して俗な言葉で言いますと、学

校が売り物とするサービスは、教育です。

　しかし、教育というサービスは、通常の売り

物とされているサービスとは違ってサービスス

トップという、そのサービス提供の度合いに上

限がありません。

　したがって、学校教育活動とは、学校が商品

とする教育を学生・生徒等に提供することによ

り、企業の活動と同じようにその見合いとして

授業料を受ける経済活動であるというより、授

業料を学生生徒等より受けるが、提供する教育

サービスはその授業料等とは直截には対応しな

いものであると考えます。そして、この学校教

育が最終項でも触れますように人間の根源に結

びつく活動であるということから、学校の活動

目標は商品とするサービスすなわち良い教育を

社会に対して永続的に提供し続けなければなら

ないという社会的責務となっていくのではない

でしょうか。

　としますと、学校法人が目指さなければなら

ないのは、この社会的責務を永続的に果たすこ

ととなり、よって、その経営の目標は、「この社

会的責務を永続的に果たすことができる健全な

経営・安全な経営」ということになります。

　では、健全な経営・安全な経営となる学校法

人の財政活動は、どのようなものでなければな

らないのでしょうか？

　結論は、中国の古典：礼記（王制）にある「入
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るを量りて出ずるを為
な

す。」のように、事前に

収入を見積もり、資金の目処を立ててから、支

出計画を立てる。すなわち、その年度の支出を、

その年度の収入で賄っていくということに尽き

るのではないでしょうか。勿論、この財政活動は、

将来に必要な金銭を蓄えながらのものでなけれ

ばならないことは言うまでもありませんが。

　したがって、ここで会計が求められるのは、

経営が健全・安全に行われているか否かをみる

ために、資金の入（収入）と資金の出（支出）が

どのようになっているかの報告です。

　この報告をもって、学校法人は、自らの永続

性を評価し、明日の活動をどのようなものにす

るかを推し量るのです。

　ただ、その報告において「収入と支出のバラ

ンス：均衡」だけをみるとすると、均衡重視

が枷になって無駄な支出が生ずるかもしれませ

ん。

　そのために、学校法人の会計は、予算による

チェック、すなわち、予算会計を用意するのです。

私たちは予算会計の重要性を認識し、予算によっ

てお金の使い方をコントロールし、無駄になる

支出・冗費を排除して、健全経営を求めなけれ

ばなりません。

　健全経営・安全経営こそ、学校法人活動の基

盤なのです。損益重視の企業の経営と明確に区

別しなければなりません。

　学校法人会計の思考：考え方は、企業会計の

思考：考え方とは全く異なるのです。企業会計

と同じ思考：損益重視の思考で学校法人の会計

を考えてはならないことを強く指摘したいと思

います。

　さて、組織活動の目的：基盤、会計のよるべ

き思考についてはこの位として、ここで、学校

法人が自らの活動状況をみるための会計、すな

わち、資金出入りの会計について、今少し掘り

下げてみましょう。

３．資金収支表と学校法人評価

　先程、学校法人が目指す「良い教育を永続的

に提供し続ける健全な経営」のためには、その

財政活動は、その年度の支出を、その年度の収

入で賄っていくということに尽きるとお話しし

ました。

　図Ａをご覧下さい。毎年毎年の収入が毎年毎

年の支出より大きいのですから、この状態が続

く限り学校法人の経営は永続化するとみること

が出来ます。

　また、図Ｂも年度の収入が年度の支出を上回っ

ているのですから、図Ａのケースと同様に考え

ることが出来ます。

　しかし、学校法人の経営も生き物ですから理念

通りできず、図Ａや図Ｂとは異なって収入が支出

支出 収入 支出 収入 支出 収入

X年度 X+1年度 X+2年度

図Ａ

支出 収入

建物
支出

紐付
収入

図Ｂ
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に満たないケースも現れることがあるでしょう。

　例えば、図Ｃ①のような場合はどうでしょう

か。

　ここでの支出は、当年度の収入と前年度まで

の収支差額の累積すなわち期首の保有現金で

賄っているのですから、建物取得の資金は今ま

で貯めてきたお金から支払いましたと説明すれ

ば支出超過原因は説明できるはずです。しかし、

会計が作成する報告書（資金収支表）が収入と支

出の差額すなわち収支差額を表す限り、そこで

の収支差額はマイナスになることは確かです。

　さらに、図Ｄ①のような収支状況がみられる

こともあるでしょう。

　建物取得の資金は借入金の収入によるのです

から、この収支状況から計算される収支差額が

プラスであってもそのままでは、その年度の経

営状況には問題がないとは言えないことになり

ます。

収支表・キャッシュフロー計算書のような財政

活動（収支内容）ごとに収支を表示する区分表

にするのです。

４．修正資金収支表＝消費収支計算書

　しかし、学校法人会計基準（以下「基準」という）

は、財政活動をこのように区分収支表にする方

式を採らずに、図のように経常的でない収入や

経常的でない支出を図Ｃ①や図Ｄ①の資金収支

表（資金収支計算書）から除く形で、別の収支表

として新たな収支表を二つ（図Ｃ②や図Ｄ②）作

る方式を採りました。

　図を見ると分かりますように新しい収支表

は、経常的な収入や支出を一覧にするものと、

経常的でない収入や支出を一覧にするものと二

つになっています。

　新しく作られた収支表の一つは、経常的な収

入と経常的な支出の一覧表で修正資金収支表と

図Ｃ

図Ｄ

　では、これらの問題点を解決し

てみましょう。

　一つの方策は、この資金収支表

（資金収支計算書）に計上されてい

る収入や支出を財政活動（収支内

容）ごとに区分する方法です。す

なわち、資金収支表に計上されて

いる収入と支出のうちで経常的に

その収入や支出が見込めるもの

（経常的な収入や経常的な支出）を

一つの括りに、そして、それ以外

の経常的にその収入や支出が見込

めないもの（経常的でない収入や

経常的でない支出）を他の一括り

にする等、報告資金収支表を二つ

ないし三つに区分したものにする

ことです。企業会計における資金

① ②

支出 収入
経常
支出

経常
収入

建物
支出

期首
現金

建物
支出

資金収支計算書 修正資金収支表＝消費収支計算書

① ②

支出 収入
経常
支出

経常
収入

建物
支出

借入金
収入

建物
支出

借入金
収入

資金収支計算書 修正資金収支表＝消費収支計算書
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も言えるものですが、基準はこれを消費収支計

算書と、今一つの収支表は、経常的でない収入

と経常的でない支出の一覧表で、基準はこれを

貸借対照表と呼んでいます。

　このような考え方で、図Ｂを作り替えてみま

しょう。

　図Ｂ①は、収入が支出をカバーしているので

すから、経常的な支出と経常的でない支出を区

分して、今一つの報告書を作成することなど必

要ないと言えるかもしれません。しかし、図Ｃ

のケースや図Ｄのケースで支出を区分して別の

報告書を作ったのですから、それとの整合をと

らねばなりません。

　図Ｂ②で建物支出は、先程の図Ｃ②や図Ｄ②

と同じように処理できましたが、収入側に紐付

き収入が残ってしまいました。

　そこで、基準は、この紐付き収入の処理を基

本金として今一つの報告書・貸借対照表の貸方

に処理表示することとしました。

　図Ｂ③の貸借対照表を見るとお分かりになる

ように、この基本金処理によって、この年度に

取得した建物の取得財源として紐付き収入を対

応させた形になったのです。

　基本金概念の基準への導入です。

　では何故、学校法人会計は、このように経常

的でない支出・建物支出に対して、それを賄う

ための収入を対応させる基本金という概念を導

入したのでしょうか。

　先程、学校法人経営は、健全経営・安全経営

だとお話ししましたが、学校法人経営は、健全

経営・安全経営どころか、超健全経営・超安全

経営に拘るのです。

　土地や建物がなければ、学校法人設立は認め

られません。学校の新設や学部の増設において

も同様です。

　教育に携わる組織の永続的な維持のために

は、このような盤石な経営基盤が求められるの

です。

　企業のように借金による経営資源の取得なん

① ②

支出 収入 支出 収入

③

資金収支計算書 消費収支計算書・貸借対照表

借金による経営資源の取得は以ての外

建物
支出 紐付

収入
紐付
収入

建物
支出

支出 収入

建物
支出

紐付収入

基本金

図Ｂ て以ての外ということで

す。固定比率が高い・自己

資本比率が低い状態での経

営、すなわち、経営資源の

取得を借入れに依存し、そ

の投下コストの回収を経営

資産の取得後の活動に委ね

るなどということは考えて

もいけないのです。重ねて

強調しますが、土地や建物

に係る取得財源について、

その取得後の回収など学校

法人活動では考えられませ

ん。

　組織運営のために必要な

学校法人会計再考24年8月（2-15）.indd   5 2012/08/01   12:44:16



 AUG 20126

基本的な財産をキチンと保有していればこそ、

以後の法人運営は経常的な収入と経常的な支出

の均衡で健全運営・安全運営が出来る、そうい

う活動をしていかねばならないと考えるので

す。

　こういった意味では、学校教育組織の運営には、

官も民もありませんし、学校法人も株式会社もあ

りません。したがって、いずれの態様の組織でも、

学校教育サービスの提供には、超健全・超安全経

営の基盤が求められなければなりません。

　さて、このような基本金概念の導入によって、

法人設立時に準備されていた建物も、図Ｅのよ

うに借方：建物、貸方：基本金と処理できるよ

うになりました。

　続いて、図Ｃのケースも図Ｄのケースも基本

金処理します。

　しかし、図Ｄのケースは、未組入の状態とす

るのが現在の基準の取扱いです。

５．建物維持と減価償却計算

　このように基準は、基本金概念をその会計シ

ステムに導入することによって、建物の取得が

確実に自己資金で取得できているか否かを示す

ようになりましたが、基準はさらに、これら貸

借対照表に計上した建物・資産に減価償却処理

を求め、そこで計算される減価償却額を消費収

支計算書に消費支出として計上することとしま

した。

　基準は、この減価償却額の消費支出への計上

と、基本金すなわち取得財源の取得当初よりの

確保とにより、保有資産維持のシステムを構築

したのです。

建物 基本金

設立時貸借対照表

図Ｅ

図Ｃ

図Ｄ

　そして、このシステム構築によっ

て、企業会計において費用配分の計

算・費用回収の計算といわれる減価

償却計算を、保有資産を再取得する

為の財源の確保計算に変質させてし

まうのです。

　基準にはこの点の言及はありませ

んが、私たちは無意識のうちにこの

ことを認識しているのです。すなわ

ち、計上された減価償却累計額相当

額を減価償却引当資産として貸借対

照表に保持させていることを再認識

して頂きたいものです。

　ここでも消費収支計算と言われる

計算システムが資金収支計算に連係

されていることがよく分かります。

① ②

支出 収入 支出 収入

資金収支計算書 修正資金収支表＝消費収支計算書

建物
支出 期首

現金
基本金

建物
支出

① ②

支出 収入 支出 収入

建物
支出 借入金

収入
建物
支出

借入金

資金収支計算書 修正資金収支表＝消費収支計算書
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６．資産支出と資産

　ところで、只今お話しした経常的でない支出に

ついて今少し詳しく触れておきたいと思います。

　話の中で、学校法人における総支出から除く

経常的でない支出を資産という語にいつの間に

か置き換えています。総支出から資産支出を取

り出して、資金収支計算書とは別の計算書を作

り、それを資産とすると。

　また先程来、学校法人の経営は、超健全経営・

超安全経営だともお話ししてきました。そして、

そのような経営が出来るようにと、学校法人とい

う組織は、年度の収入と年度の支出が均衡する・

バランスをとる経営を心掛ける。出来得れば、こ

の年度の収入と年度の支出は、組織における全収

入と全支出であって貰いたいものですが、それが

難しい場合もあるということで、その難しい場合

を経常的でない支出という概念で、その資金収支

表から除外し、残りの経常的な収入と経常的な支

出が釣り合う経営を目指したのです。

　企業会計のように、損益計算のために資産を

認識しその資産の期間への配分額を損益計算書

に計上するのではなく、学校法人会計の資産は、

資金収支表から経常的でない支出を除外するた

めに、その経常的でない支出の意義を資産とい

う概念に置き換えたに過ぎません。

　企業会計における資産は、報告時点における

将来に向けての価値額であるかもしれませんが、

学校法人会計における資産は、過去における経

常的でない支出の固まりに過ぎないのです。

　両会計における資産の概念に根本的な差異が

あることを私たちは留意しなければなりません。

貸借対照表

基 本 金 組 入 額

費用配分の計算を
保有資産再取得資金の確保計算に変質させる

減価償却引当預金 減価償却累計額

減 価 償 却 額

基 本 金

減 価 償 却 累 計 額

／

／

＋

① ②

支出 収入
経常
支出

経常
収入

③

経常外支出の概念を資産の概念に委ねた

資金収支計算書 消費収支計算書・貸借対照表

建物
支出 紐付

収入
紐付
収入

経常外
支出

経常外支出
を除外する

支出 収入

資産
紐付収入

基本金
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７．基本金と教育事業必要財産

　さて実は、この経常的でない支出の総支出か

らの除外、すなわち、経常的でない支出を資産

として処理することは、学校法人会計への基本

金処理の導入により、この資金支出を経常的な

支出として扱いそのまま消費支出として処理す

るより消費収支計算に与える影響額を大きくす

ることに気付かれますか？

　資金支出を資産として扱うということは、基

本金組入計算と減価償却計算の両方の処理を行

うのですから、経常的な支出としてそのまま消

費支出として処理するより消費収支差額への影

響額を大きくします。今一度認識してください。

資金支出の資産処理は単なる消費支出処理より、

消費収支計算に与える影響額が小さいように感

ぜられるかもしれませんが、それは錯覚です。

合いを与えるとともに、その資産計上によって

学校教育を行っていく上で基本的に必要な財産

であるとその存在を示すようになったのです。

そして、この資産の存在はその存在そのものを

明らかにすることにあって、その価値額（今こ

こではどのような価値額であるかは問わないが）を

示すものでないことに注意したいものです。し

かしながら、企業会計における資産の存在は、

報告時点におけるその計上資産の価値額が如何

程かにあるのです。それは、企業会計の主体で

ある企業が、社会において広く一般に投資の

対象として捉えられているからと考えられま

す。すなわち、企業を投資対象とすることによ

り、報告時点においてその企業が投資の対象と

して適格か否か、そして、投資するとしたらど

の程度の投資まで許容されるのか等の投資情報

が求められるのは当然でしょう。後程お話しす

る IFRS がマーケット重視の視点から企業の将

来キャッシュフローの源として資産を捉えるの

も企業会計情報の一つの捉え方であると思いま

す。しかしながら、学校法人にはこの投資対象

としての視点はありません。私たちが追い求め

なければならないのは、学校教育の主体として

の学校法人を永続的に維持し、そのために保有

すべき教育に不可欠な財産を学校法人が再取得

できるような財政状況にあるのかという情報提

供の会計です。ここに、学校法人を永続的に維

持するために保有する学校教育のために基本的

に必要な財産を、資産として貸借対照表に計上

することの意義があるのです。

８．基本的財産の維持と会計のシステム

　では、この経営に基本的に必要な財産の維持

の過程について今少し掘り下げてみましょう。

＋

減 価 償 却 額 ／ 減 価 償 却 累 計 額

経常支出（消費支出） ／ 現 金 預 金

基 本 金 組 入 額 ／ 基 本 金

　こういったことからも、資金支出の経常的で

ない支出としての把握、すなわち、年度の資金

支出を資産として処理することに慎重さが望ま

れるのです。基本金処理がない企業会計とは全

くシステムが違うのです。

　そういった意味では、ここでの資産支出の範

囲を、学校教育を行っていく上で基本的に必要

なものに限定し、その範囲の逸脱は厳しく戒め

るべきだと考えます。

　そして、このような資産に対応させる基本金

処理は、学校法人会計の資産に企業会計とは異

なった資産概念を与えました。すなわち、基本

金処理は、貸借対照表に計上された資産に教育

事業を行う為に基本的に必要な財産という意味
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　学校法人は、教育サービスの提供にあたって

基本的に必要とされる施設設備を取得し、収支

計算にその取得支出を示し、その後、その取得

支出を経常的な支出でないということで貸借対

照表に資産として計上し、その財源を基本金と

して捉えます。さらに、この貸借対照表に計上

された施設設備は、減価償

却計算により資産から消費

支出（経費）とされ、加えて、

この消費支出（経費）が計

上される計算書（消費収支

計算書）の消費収支均衡に

よって、貸借対照表に新た

な資産を蓄えます。すなわ

ち、資産を取得後、その支

出額をこの資産の使用年度

に割り当て、消費収支計算

書の消費収支均衡により、

貸借対照表に計上されてい

た資産とは別の新たな資産

を誕生させるのです。

① ②

建物
基本
金等

建物
支出

基本
金等

③

④

資金収支計算書 消費収支計算書・貸借対照表

経常外支出
を除外する

支出

資産 基本
金等

資産支出（過去の支出）を年度に割り当て
＝減価償却計算

消費収支均衡により新たな資産の誕生

支出 収入

収入
経常
支出

経常
収入

基本
金等

資産

資産 資産

年度割り当ての年数は？＝耐用年数
資産の取得から資産の再取得まで

基本
金等

基本
金等

基本
金等

支出 収入

建物
支出

基本
金等

基本
金等

消費収支計算書・貸借対照表

基本
金等

支出 収入 支出

資産 基本
金等

収入

資産

　この過程を下の図によって、複数年度で見て

みましょう。

　年々の減価償却計算と消費収支均衡により新

たな資産（現金預金）が生み出され、法人内に蓄

積していきます。そして、この減価償却計算が

終了した年度に貸借対照表の建物価額は「0」す
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なわち使用不能となり、この建物が学校教育に

不可欠な基本的財産であるが故に再取得が求め

られます。この時、貸借対照表にはこの建物が

当初の取得に要した額すなわちこの建物の再取

得に要すると推量されるだけの資金（現金預金）

が用意されていることとなります。

　正に、取得建物の貸借対照表への資産計上と

減価償却計算は、この取得建物の再取得に要す

る資金の法人内での蓄積のためのその後の年度

への配分であり、よって、取得建物の貸借対照

表への計上額は基準第 25 条にいう取得価額を

もって計上されるということになるのです。先

程学校法人会計における貸借対照表計上の資産

は、企業会計におけるような資産の価値額では

ないと言った所以です。

　では、「建物支出額の年度配分の年数は？」と

問われると、日本公認会計士協会等において標

準で示している耐用年数と答えるのが実務的で

しょうが、ここでの再取得資金蓄積のシステム

からして、その年数は理念では建物の取得から

その建物の再取得までと答えるべきではないで

しょうか。

９．有価証券

　貸借対照表に計上されている有価証券は、そ

の取得時に有価証券取得支出として資金の収支

計算に示されますが、この取得支出は年度にお

ける経常的な支出（経費支出）でなく形を変え

た将来の資金であるということで収支計算から

外され、貸借対照表に資産として計上されたも

のです。言い換えるならば、この形を変えた将

来の資金―有価証券―は、何時の日にか資金の

収支計算に還流されるがために貸借対照表に計

上されているのです。

　したがって、この有価証券の時価が貸借対照表

計上額より低下すると、資金収支計算に有価証券

が還流するときにその還流額が貸借対照表計上

額ではなされないことになってしまいます。よっ

て、貸借対照表計上有価証券額が資金収支計算へ

の還流額を示すために、貸借対照表計上額の時

価での評価替えが求められることになるのです。

しかしここでしっかりと確認したいのは、ここで

の貸借対照表での存在は、貸借対照表計上額がそ

のままで資金収支計算に還流していくかを見る

ことにあるということです。よって、有価証券の

貸借対照表計上額の時価での評価替えの目的は、

その有価証券についての評価損を計上すること

にあるのではなく、その有価証券が資金収支計算

に還流するときにいくらでなされるかにありま

す。すなわち、評価替額はこの有価証券が将来時

点において資金として還流するときの換金額で

あることを再確認したいものです。

　繰り返しますが、有価証券の評価替額は、貸借

対照表に計上されている有価証券が収支計算に

戻るときの金額を貸借対照表に表示するための

価額付け替えであって、評価損を計上するための

処理ではないということです。したがって、こ

こでは有価証券が収支計算に戻されるときにい

くらで戻されるかを明らかにしたいのですから、

報告書作成時点で計上有価証券の価額低下が認

められていても換金時に価額の回復目処が立て

ば評価替えをすべきではなく、また、当該有価

証券に市場価額や市場価額に準ずる価額がない

場合には無理に評価替えすべきでないというこ

とになります。換金が可能でない単なる見積評

価額での評価替えは収支計算に戻る金額を知る

ためには何らの意味を持たないからです。ただし、

これらの情報を追加情報として会計報告に載せ

るか否かは別の問題で、基準第2条の明瞭性の
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　さてここで、基準及び基準施行時の文部省解説

冊子を見てみましょう。

　基準第27条は、有価証券については、その貸

借対照表計上額が時価に比して著しく低下した

場合には、その回復が可能と認められるときを

除き、貸借対照表計上額を時価によって評価替

えすると言っています。また、解説冊子は、有

価証券についてその時価が著しく下落し、その

評価額までの回復の目処がたたない場合には、

資産の確実な有高を把握し表示するために下落

した時価によって評価すべきと基準第27条は定

めているのだと解説しています。

　基準第27条の定めの“その回復が可能と認め

られるときを除き”とは、その回復が可能と認

められるときは報告時点において著しく時価が

下落していてもその時価による評価替えを要し

ないということであり、後程お話しする IFRS

のように有価証券の“現在時点”の評価額を強

制的に貸借対照表計上額にしようということで

はないと解します。また、解説冊子の言う“資

産の確実な有高を把握し表示する”ためとは、

評価替額が確実な資金還流への有効額であるこ

とを求めるものであり、単に報告時点における

計算上の見積額を貸借対照表計上額にすること

ではないものと解します。このような第27条の

理解は、上述した有価証券の貸借対照表での存

在意義と同様のものではないでしょうか。

10．借入金

　貸借対照表に計上されている借入金は、有価

証券が将来の資金収支計算にとって正の存在で

あるのに対して負の存在です。

　借入金は当初資金収支計算で収入として捉え

られますが、この収入が経常的でない収入・学

校法人に帰属しない収入であるということで、

資金収支計算から外され貸借対照表に計上され

たものと言えます。しかし、この借入金はいず

れ返済という行為が伴うので、貸借対照表での

存在は、将来の収支計算に負として投入される

ことになります。しかしここで強く認識したい

のは、この負の存在―会計用語でいう借入金―

は、将来の収支計算に対して総体で負であると

ともに、返済各年度の年度々々の収支計算にとっ

ての負でもあるということです。言い換えれば、

① ③ ②

建物 建物

現金預金 現金預金

B/S計上額で資/収へ還流しない

時価で評価替え 時価で換金される？

取得価額＞評価替額＝換金額

金融資産はB/S計上額で資/収へ還流

金融資産の時価がB/S計上額より低下

現金預金 現金預金

資金収支計算書 （消費収支計算）・貸借対照表

運用収入

収入支出

有価証券

有価証券

有価証券

有価証券

原則を持ち出すこともなく

「財政及び経営の状況を正

確に判断することが出来る

ように必要な会計事実」の

記載は、会計報告作成の大

前提ですから、そういった

意味での会計報告における

注記記載は必要に応じ欠か

すことは出来ません。
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借入金とは返済年度ごとの収支計算にとっての

負であり、その負の累積額と言っても良いかも

しれません。

　下の図にあるように、借入金の毎年の返済額

は、資金収支表において資金支出に返済支出と

して計上されます。学校法人が健全に経営され

るにはこの返済支出はその年度の収入でカバー

されなければなりませんし、健全経営を経営の

大指針とする学校経営はそれを期待します。そ

して、収支均衡を保った収支計算によって貸借

対照表の借入金は、純財産部分にその存在を移

行させていきます。学校法人の経営にとってこ

の年度ごとの収支計算の均衡が重要であって、

返済年度の返済額を全て纏めた総額での収支計

算の均衡ではないことを今一度確認したいと思

います。借入金は、返済年度ごとの借入金の累

積額が貸借対照表での存在なのです。

　学校経営の現場にいますとよくこんな話を聞

かされます。

　建物取得にあたり資金は自己資金が望ましい

が、残念ながら借入金に頼らざるを得ない。それ

も出来得れば金利が低い市中金融機関からの借

り入れにしたいが、市中金融機関からの借り入れ

は長期でも10年。これでは建物取得後の返済計

画が苦しい。したがって、若干金利は高くても借

入期間がもう少し長く出来る日本私立学校振興・

共済事業団からの借り入れにしたと。金利が低い

借り入れでなく若干といえども金利が高い借り

入れとは何故？。学校経営による収支余剰の創出

は、企業に比して弱いのです。弱いならば強く

すれば良いのではないかとの意見は承知ですが、

学校関係者は十分その努力をしながら、学校教育

活動の特質からして余剰創出を高くする経営は

難しいのです。よって、計画を長期にした経営が

必要となり、借入金も長い期間のものが最終選択

としてなされるのです。貸借対照表に計上されて

いる借入金が多いか少ないかも経営判断にとっ

て重要であることは否定しませんが、より重要な

ことは貸借対照表に計上されている借入金が毎

年の収支均衡で返済できる借入金であるか否か

にあるのです。貸借対照表に計上されている借入

金は、総額把握ではなく返済年度ごとの累積額で

あると言った所以です。

支出 収入 支出 収入 支出 収入

貸借対照表・資金収支計算書

建物
支出

借入金

基本
金等

資産

X+1年度 X+2年度 X+3年度X年度

基本
金等基本

金等

借入金 借入金

基本
金等

資産 資産

借入金
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11．学校法人会計と IFRS

　施設設備・有価証券・借入金といった貸借対照

表に計上される資産・負債のうち主要なものにつ

いて貸借対照表での存在意義を見てきました。そ

して、その全てを資金収支計算との関係でその存

在を語り、損益の計算（消費収支の計算）との関

係ではその存在を取り上げませんでした。冒頭か

ら学校法人会計は損益計算を重視していないと

主張するとともに、今までの検討が資金収支の計

算をあまりにも前面に出しすぎているのではと

の批判もあるかもしれません。しかし、この批判

も最近の企業会計の考え方からするとそのまま

受けなくても良いのではないかとも思われます。

　下の図は、日本公認会計士協会の会員向け研

修会「IFRS 時代にあるべき三様監査のあり方

を考える」の資料の一部です。

　最近とみに話題とされる IFRS、国際財務報

告基準とか国際会計基準とか言われますが、そ

こでは、企業会計における財務評価の指標は、「利

益」から「将来のキャッシュフロー」だと言い、

また「極論すれば『利益はどうでも良い』」とま

で言っています。将来のキャッシュフローすな

わち将来における便益の流入・流出の現在時点

の価額―資産・負債―に視点を置かなくてはな

らないとしているのです。

　貸借対照表の資産は将来の経済的便益の流

入、負債は将来の経済的便益の流出としており、

今まで検討してきた施設設備・有価証券・借入

金といったものを資金収支計算から理解してき

たことと同じ土俵にある考え方ではないでしょ

うか。ただし、この理解にも、学校法人会計と

IFRS との間には大きな違いがあります。それ

は、この図の最終行にある「将来における便益

マーケット重視と資産・負債アプローチ

マーケット重視の思考からは、以下のようなIFRSの特徴が出てきます。

●　従来、財務諸表を見る上で最も重要な項目は過去の「利益」でした。

●　IFRSは、企業の将来キャッシュフローの予測のための情報提供を重視
　　します。

●　極論すれば「利益はどうでも良い」という発想です。

●　IFRSでは、資産は将来の経済的便益の流入、負債は将来の経済的便益
　　の流出です。（資産と負債の定義）

●　PLは、資産・負債の差額に過ぎません。

●　これが、BS重視の発想につながってきます。

●　IFRSは、企業の将来キャッシュフローを重視します。

●　IFRSが考える“財政状態”とは、資金の調達や使用用途といった従来の
　　意味ではありません。

●　将来における便益の流入・流出を現在時点であらわしたものが“財政状
　　態”です。

マーケット
重視の発想

資産・負債
アプローチ

IFRSにおける
“財政状態”

の意味
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の流入・流出を現在時点であらわしたものが“財

政状態”です」とした説明文で“現在時点”と

した点と、中段にある「IFRS では、資産は将

来の経済的便益の流入、負債は将来の経済的便

益の流出です」とする説明文にある資産や負債、

特に施設設備の便益の捉え方にあります。

　既に検討したように、貸借対照表に計上され

ている有価証券はどの時点でいくらが資金収支

計算に還流するか、借入金はどの時点でいく

らが資金収支計算に負として投入されるのかが、

その存在意義なのです。IFRS が現在時点とす

るのとは大きく異なります。

　また学校活動における施設設備は IFRS で考

えるような将来の経済的便益流入の源ではあり

ません。確かに企業活動においては、活動に投

入される施設設備は将来の便益獲得の資源で

しょう。また企業の経営は、それらを見据えて

の施設設備の取得判断でしょう。勿論、学校法

人活動においても施設設備の取得判断は将来の

便益獲得を見据えてのものでなければなりませ

ん。しかしながら、学校活動を行うためにはこ

の点を踏まえながらも次の点を先ず乗り越えな

くてはなりません。

　すなわち、学校設置のためには学校種別ごと

に設置基準があり、その設置基準を満たさなけ

れば学校設立は認められません。学校増設等に

ついても同様です。設置基準の中には将来の便

益獲得のためには不用な（不用と言わないまでも

便益獲得にさほど貢献しない）ものがあることは、

学校設立に携わったことがある人にはよくお分

かりの筈です。しかし、これは我が国の学校教

育の質の確保のための標準装備と考えなくては

なりません。さらに、この学校教育にとって必

要とされる標準装備を獲得利益との関係で直截

に捉えることは、学校教育をどのように捉える

かに繋がるものでその判断は難しいものと言え

ますが、やはりひとつクッションをおいて、設

置基準を獲得便益との関係で直截に捉えるもの

ではない・捉えられるものではないとすべきも

のと考えます。学校教育に必要な学校教育を充

実させるための施設設備を獲得便益との関係で

直截に捉えることは学校教育活動には不向きな

のではないでしょうか。学校教育は儲からない。

そして、仮に財政状態が極度に悪化した場合に

は企業のように起死回生の経営によって劇的な

回復など望めないのです。さらに付け加えるな

らば、悪化した財政状態の回復を業種変更によっ

たり、その立地を海外等に移すなどということ

もできないのです。だから、公の金をこの分野

に注ぐことを国民は認めているものと理解した

いものです。（このような考え方は良くない。学

校経営効率化のためには全面的に企業経営の考

え方を教育分野に入れるべきだと考える人とは

意見調整が必要かもしれませんが。また、先の

標準装備が良いのか悪いのか、標準装備を変え

るか否かも同様ですが、今ここでの話題ではあ

りません。）

　したがって、学校法人が学校教育のために用

意した施設設備の貸借対照表での存在は、企業

のように報告時点における将来の経済的便益の

固まりではなく、単に過去の支出の固まりであ

り、その固まりが徐々にその施設設備の再取得

資金と形を変えていくための存在であるとすべ

きでしょう。

12．将来経営と収支予算表

　今一度、IFRS と学校法人会計の違いを見て

みましょう。

　IFRS は、資産・負債を現在時点における将来
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の経済的便益の源（流入・流出）と理解しますが、

学校法人会計では有価証券の資産や借入金の負

債については、その経済的便益の源がキャッシュ

フローとなる年度ごとの源として理解します。し

たがって、学校法人会計においては、将来の経

済的便益の源を年度ごとに見ることが重要とな

ります。ここに将来計画に結びついた予算が学

校法人会計に求められてくることになるのです。

先に予算は支出の無駄を省くために必要だとし

ましたが、ここにその必要性が今一つ加わるこ

とになりました。こういったことからして、学

校法人会計は長期若しくは中期の予算収支表を

公表すべきものと考えますが、見積年度の長さ

からして公表の実現性に？がつくかもしれませ

ん。しかし、それには見積期間の区分を1年から

5年のように区分期間と表示期間数を調整するこ

とで解決できるのではないでしょうか。

13．財務数値と相対評価

　さて、最後に、学校法人会計における報告の

各学校法人間の比較について触れておかねばな

りません。

　私たち人間・人の生き方は ､他者と比較して

その生き方が良いとか悪いとかいうべきもので

はありません。同じような意味において ､学校

で行われている教育についても絶対評価は別と

して他者と比較してそれが良いとか悪いとかい

うべきものではありません。私学には建学の精

神があり、何者にもそれを侵されるべきではあ

りません。学校法人の経営は、このような教育を、

より充実したものにするための支出計画を立て、

また、その教育活動が永続化するように、その

支出と収入の均衡を図ります。そして、会計は、

そのような経営がどのような状態にあるかを明

らかにしようとします。したがって、会計がそ

の報告で示すものは、経営が健全に継続されて

いるか否かを判断するための収入・支出の状況

を表しているものであり、結果としてその収入

超過を望みますが、その大きさを求めているの

ではありません。とすれば、各学校の利益額の

大きさ等をもってその教育活動を相対的に評価

することには意義が見いだせないことになりま

す。如何でしょうか？

　私たちは、人間の生き方の大本に結びついた

活動、これからの人作りを担う活動、すなわち、

教育活動に携わるものとして、どのようにこれ

からの学校法人会計を捉えるのか。そして、そ

れをどのように活用していくかを考えていくべ

きではないでしょうか？

※送料は 2kg 以下 360 円～（地域による）を頂戴します

○ご注文は学校経理研究会まで○
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［東京 １２日 ロイター］ - 文部科学省は、経営悪化が著しい私大に対し、事業撤退

を含めた早期の是正勧告をできるような制度改正の検討に入った。複数の関係筋によると、

少子化に伴う学生の定員割れが深刻化し、４割の私立大学が赤字経営に転落。「大学倒産」

で学生に影響が出かねないと判断したからだ。具体的には経営改善策を促す「イエローカ

ード」の財務基準を定める方向だ。中央教育審議会の中間答申も踏まえ、今年末にはある

程度の結論を得たい考えだ。

文科省の外郭団体である日本私学振興・共済事業団によると、２０１５年度末に全国の私

大５９６校のうち４０．８％にあたる２４３校が、授業料を含む事業活動収入よりも経費

が上回る赤字経営に直面している。このうち赤字幅が事業活動収入の２０％以上にのぼる

大学が８９校に上っていた。

背景には、少子高齢化に伴う１８歳人口のはっきりした減少傾向がある。２００５年に約

１３７万人だったが、２０１７年に約１２０万人に減少。さらに２０３２年に約９８万人

となり、２０４０年には約８８万人まで縮小するとの試算がある。

政府部内の複数の文教関係者は「大学法人の経営悪化が、本格化するのはこれからだ」と

指摘する。

そこで、負債額が膨大な規模になる前に大学に対して警告を発し、早期に経営を是正させ

る「イエローカード」制度の導入について、文科省は検討を始めた。

具体的には、日本私学振興・共済事業団が策定した大学経営の状態を自己判断できるフロ

ーチャートを利用。このフローチャートでは、赤字継続年数や負債超過の状態などからレ

ッドゾーン、イエローゾーン、正常状態の３つのゾーンに大学をランク付けする。

このうち、経営危機が深刻化するリスクの高い大学には、バランスシート上の指標を用い

て「退場」を勧告できるような仕組みも検討する。

この新システムと同時に、文科省は私学助成金の配分の見直しも検討している。

総額３２００億円程度の私学助成金は、大学の規模や経営指標に応じた現在の配分から、

教育の「成果」に応じた配分とすることが、２０１７年度の政府の「骨太方針」に盛り込

まれた。

欧米のように学生の成績向上や卒業後の年収などを可視化し、助成金の傾斜配分を行うべ

きとの発想だ。

しかし、実際の「成果」について、政府内や大学関係者に共通の認識が形成されていない。

また、助成金総額は財政難から０６年をピークに減少傾向にある。日本私学振興・共済事

業団によれば、１５年度時点で私大の経常経費の１割弱しか賄えていない。

文科相経験者の一人は「私学のあり方や規模感など、全体のビジョンなく助成金を減らせ

ば、私立大学は納得してくれないだろう」とみている。

文科省は今年３月、中央教育審議会に高等教育の将来構想を諮問。中間答申は今年末、最

終答申は今後１年程度かけて結論を得る。

大学の必要規模数や助成金のあり方も含めて将来像が示されたのち、高等教育の抜本改革

は、２０年度ごろにスタートすることになりそうだ。

(中川泉 編集：田巻一彦)
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22 学校法人会計基準 

第ー号様式（第12条関係） 

資 金 収 支 計 算 書 

年 月 日から 
年 月 日まで 

（単位】円） 

収入の部 

科 	 目 予 	算 決 	算 差 	異 

学生生徒等納付金収入 

授業料収入 

入学金収入 

実験実習料収入 

施設設備資金収入 

（何） 

手数料収入 

入学検定料収入 

試験料収入 

証明手数料収入 

（何） 

寄付金収入 

特別寄付金収入 

ー般寄付金収入 

補助金収入 

国庫補助金収入 

地方公共団体補助金収入 

（何〕 

資産売却収入 

施設売却収入 

設備売却収入 

有価証券売却収入 

（何） 

付随事業・収益事業収入 

補助活動収入 

附属事業収入 

受託事業収入 

収益事業収入 

（何） 

yyama
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学校法人会計基準 23 

受取利息・配当金収入 

第3号基本金引当特定資産運用収入 

その他の受取利息・配当金収入 

雑収入 

施設設備利用料収入 

廃品売却収入 

（何） 

借入金等収入 

長期借入金収入 

短期借入金収入 

学校債収入 

前受金収入 

授業料前受金収入 

入学金前受金収入 

実験実習料前受金収入 

施設設備資金前受金収入 

（何） 

その他の収入 

第2号基本金引当特定資産取崩収入 

第3号基本金引当特定資産取崩収入 

（何）引当特定資産取崩収入 

前期末未収入金収入 

貸付金回収収入 

預り金受入収入 

（何） 

資金収入調整勘定 △ △ 

期末未収入金 △ △ 

前期末前受金 △ △ 

（何） △ △ 

前年度繰越支払資金 
一ー一一 

収入の部合計 

支出の部 

科 	 目 予 算 決 算 差 	異 

人件費支出 

教貝人件費支出 

職員人件費支出 



24 学校法人会計基準 

役員報酬支出 

退職金支出 

（何） 

教育研究経費支出 

消耗品費支畠 

光熱水費支出 

旅費交通費支出 

奨学費支出 

（何） 

管理経費支出 

消耗品費支出 

光熱水費支出 

旅費交通費支出 

（何） 

借入金等利息支出 

・借入金利．息．支出 

学校債利息支出 

借入金等返済支出 

借入金返済支出 

学校債返済支出 

施設関係支出 

土地支出 

建物支出 

構築物支出 

建設仮勘定支出 

(1J) 

設備関係支畠 

教育研究用機器備品支出 

管理用機器備品支出 

図書支畠 

車両支出 

ソフトウエア支出 

（何） 

資産運用支出 

有価証券購入支出 



学校法人会計基準 25 

第2号基本金引当特定資産繰入支出 

第3号基本金引当特定資産繰入支出 

（何）引当特定資産繰入支出 

収益事業元入金支出 

（何〕 

その他の支出 

貸付金支払支出 

手形債務支払支出 

前期末米払金支払支出 

預り金支払支出 

前払金支払支出 

（何） 

［予備費〕 く 	 ） 
一ーー

一 

資金支出調整勘定 A A 
期末未払金 A A 
前期末前払金 A A 

(1I) A A 

翌年度繰越支払資金 

支出の部合計 

（注）1 この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には，当該科目を省略する様式によるも

のとする。 
2 この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には，その科目を追加する様式によるも

のとする。 
3 予算の棚の予備費の項の（ ）内には，予槻費の便用額を記載し，( ）外には，米使用額
を記載する。予備費の使用額は，該当科目に振り替えて記載し，その振替科目及びその金額

を注記する。 



30 学校法人会計基準 

第四号様式（第14条の2関係） 

活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書 

年 月 日から 
年 月 日まで 

（単位：円） 

教
育
活
動
に
よ
る
資
金
収
支
 

科 	目 金額 

収
入
 

学生生徒等納付金収入 

手数料収入 

特別寄付金収入 

―般寄付金収入 

経常費等補助金収入 

付随事業収入 

雑収入 

（何） 

教育活動資金収入計 

支出 

人件費支出 

教育研究経費支畠

管理経費支山 

教育活動資金支山計 

差引 

調整勘定等 

教f 芋活動資金収支差額 

施設整備等活動による資金収支 

科 	目 金額 

収
入 

施設設棚寄付金収入 

施設設備補助金収入 

施設設備売却収入 

第2号基本金引当特定資産取崩収入 

（何）引当特定資産取崩収入 

（何） 

施設整備等活動資金収入計 

支出 

施設関係支出 

設備関係支出 

第2号基本金引当特定資産繰入支出 

（何）引当特定資産繰入支出 

（何） 

施設整備等活動資金支出計 

差引 

調整勘定等 

施設整樹等活動資金収支差額 

小計（教青活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額） 
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そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
資
金
収
支
 

科 	目 金額 

収
入
 

借入金等収入 

有価証券売却収入 	 し 

第3号基本金引当特定資産取崩収入 

（何）引当特定資産取崩収入 

(j) 
小計 

・郵良利息・配当金収入

収益事業収入 

(1I) 
その他の活動資金収入計 

支
出 

借入金等返済支出 

有価証券購入支出 

第3号基本金引当特定資産繰入支出 

（何）引当特定資産繰入支出 

収益準業元入金支出 

（何） 

小計 

借入金等利息支出 

（何） 

その他の活動資金支出計 

差引 

調整勘定等 

その他の活動資金収支差額 

支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額） 

前年度繰越支払資金 

翌年度繰越支払資金 

（注）I この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には，当該科目を省略する様式によるも

のとする。 
2 この表に掲げる科且以外の科目を設けている場合には，その科目を追加する様式によるも
のとする。 

3 調整勘定等の項には，活動区分ごとに．資金収支計算書の調整勘定（期末未収入金，前期
末前受金.期末未払金．前期末前払金等）に調整勘定に関連する資金収入（前受金収入‘前
期末来収入金収入等）及び資金支出（前期末未払金支払支出．前払金支払支出等）を相互に
加減した類を記載する。 また．活動区分ごとの調整勘定等の加減の計算過程を注記する。 



32 学校法人会計基準 

第五号様式（第23条関係） 

事 業 活 動 収 支 計 算 書 

年 月 日から 
年 月 日まで 

（単位：円） 

教
育
活

動
収
支
 

事
業
活

動
収

入

の
部
 

科 目 予 算 決 算 差 異 

学生生徒等納付金 

授業料 

入学金 

実験実習料 

施設設備資金 

（何） 

手数料 

入学検定料 

試験料 

証明手数料 

（何） 

寄付金 

特別寄付金 

―・般寄付金 

現物寄付 

経常費等補助金 

国庫補助金 

地方公共団体補助金 

（何） 

付随事業収入 

補助活動収入 

附属事業収入 

受託事業収入 

（何） 

雑収入 

施設設備利用料 

廃品売却収入 

（何） 

教育活動収入計 

事
業
活
動
支
出

の
部
 

科 目 予 算 決 算 差 異 

人件費 

教員入件費 

職員人件費 

役員報酬 

退職給与引当金繰入額 

退職金 



教
育

活
動
外
収
支
 

事
業
活
動
収

入

の
部
 

事
業
活

動
支
出

の
部
 

教
育

活
動
収

支
 

事
業
活
動
支
出

の
部
 

特
別
収

支
 

事
業
活

動
収
入
 

学校法人会計基準 3
3
 

（何） 

教育研究経費 

消耗品費 

光熱水費 

旅費交通費 

奨学費 

減価償却額 

（何） 

管理経費 

消耗品費 

光熱水費 

旅費交通費 

減価償却額 

（何） 

徴収不能額等 

徴収不能引当金繰入額 

徴収不能額 

教育活動支出計 

教育活動収支差額 

科 	目 予 算 決 算 差 異 

受取利息・配当金 

第 3号基本金引当特定資産運用収入 

その他の受取利息・配当金 

その他の教育活動外収入 

収益事業収入 

（何） 

教育活動外収入計 

科 	目 予 算 決 算 差 異 

借入金等利息 

借入金利息 

学校債利息 

その他の教育活動外支出 

（何） 

教育活動外支出計 

教育活動外収支差額 

経常収支差額 

科 	目 予 算 決 算 差 異 

資産売却差額 

（何） 

その他の特別収入 

施設設備寄付金 

現物寄付 
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特
別
収

支
 

の
部
 

施設設備補助金 

過年度修正額 

（何） 

特別収入計 

事
業
活
動
支
出
の
部
 

科 目 予 算 決 	算 差 異 

資産処分差額 

（何） 

その他の特別支出 

災害損失 

過年度修正額 

（何） 

特別支出計 

特別収支差額 

〔予備費〕 ( ) 一一ー一一 

基本金組入前当年度収支差額 

基本金組入額合計 △ △ 

当年度収支差額 

前年度繰越収支差額 

基本金取崩額 

翌年度繰越収支差額 

（参考） 

事業活動収入計

事業活動支出計 

（注）1 この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には, 当該科目を省略する様式によるも

のとする。 
2 この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には．その科目を追加する様式によるも

のとする。 
3 予算の柵の予備費の項の（ ）内には，予備費の使用額を記載し．( ）外には．未使用額
を記載する。予備費の使用額は．該当科目に振り替えて記載し，その振替科目及びその金額

を注記する。 



38 学校法人会計基準 

第七号様式（第35条関係） 

貸 借 対 照 表 

年 月 日 
（単位 円） 

資産の部 

科 	目 本年度末 前年度末 増 	減 

固定資産 

有形固定資産 

土地 

建物 

構築物 

教育研究用慨器備品 

管理用機器備品 

図書 

車両 

建設仮勘定 

（何） 

特定資産 

第2号基本金引当特定資産 

第3号基本金引当特定資産 

（何）引当特定資産 

その他の固定資産 

借地権 

電話加入権 

施設利用権 

ソフトウエア 

有価証券 

収益事業元入金 

長期貸付金 

（何） 

流動資産 

現金預金 

未収入金 

貯蔵品 

短期貸付金 

有価証券 

（何） 

資産の部合計 



（、く秤 -7 
学校法人会計基準 :39 

負債の部 

科 	目 本年度末 前年度末 増 	減 

固定負債 

長期借入金 

学校債 

長期未払金 

退職給与引当金 

（何） 

流動負債 

短期借入金 

1年以内償還予定学校債 

手形債務 

未払金 

前受金 

預り金 

（何） 

負債の部合計 

純資産の部 

科 	目 本年度末 前年度末 増 	減 

基本金 

第1号基本金 

第2号基本金 

第 3号基本金 

第4 号基本金 

繰越収支差額 

翌年度操越収支差額 

純資産の部合計 

負債及び純資産の部合計 

注記 重要な会計方針 
重要な会計方針の変更等 
減価償却額の累計額の合計額 
徴収不能引当金の合計額 
担保に供されている資産の種類及び額 
翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 
当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策 
その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項 

（注）1 この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には．当該科目を省略する様式によるも
のとする。 

2 この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には．その科目を追加する様式によるも

のとする。 
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